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はじめに
平成23年度から、厚⽣労働省から薬害教育教材「薬害を学ぼう」を
全国の中学校へ配布してきました。また、高校・大学等にもご紹介
し、ご活用いただいております。

本教材を活用した学校（中学・高校）からは
・身近な医薬品の適正使用の重要性
・被害者の受けた偏⾒、差別と基本的⼈権の尊重
・社会の仕組みがどうあるべきか 等、
様々な観点で⽣徒の理解が深まったとの声を頂いています。

令和４年度から新たに「公共」が必履修科目となるとことから、全国の
高校に教材を配布します。本教材を積極的に御活用いただきたく、概要
を御案内いたします。



高等学校学習指導要領 Ｂ ⾃⽴した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち
ア(ｳ) 職業選択，雇用と労働問題，財政及び租税の役割，少子高齢社会における社会保障の充実・安定化，市場経

済の機能と限界，⾦融の働き，経済のグローバル化と相互依存関係の深まり（国際社会における貧困や格差の
問題を含む。）などに関わる現実社会の事柄や課題を基に，公正かつ⾃由な経済活動を⾏うことを通して資源
の効率的な配分が図られること，市場経済システムを機能させたり国⺠福祉の向上に寄与したりする役割を政
府などが担っていること及びより活発な経済活動と個⼈の尊重を共に成り⽴たせることが必要であることにつ
いて理解すること。

高等学校学習指導要領解説 抜粋
その際，より活発な経済活動と個⼈の尊重の両⽴については，例えば，製品事故や薬害問題などを扱い，政

府による適切な政策が必要であるとともに，企業にはそうした問題を⽣じさせないなど社会的に責任のある⾏動
が求められていることを理解できるようにすることが大切である。また，消費者も，社会，経済，環境などに消
費が与える影響を考えて商品を選択するなど，公正で持続可能な発展に貢献するような消費⾏動をとることが求
められていることを理解できるようにすることも大切である。

高等学校学習指導要領（平成30年告⽰）及
び解説の記述
○公⺠科 公共



○公⺠科 政治・経済
高等学校学習指導要領 Ａ 現代日本における政治・経済の諸課題
(1)イ(ｴ) 市場経済の機能と限界，持続可能な財政及び租税の在り⽅，⾦融を通した経済活動の活性化について多

面的・多角的に考察，構想し，表現すること。
（内容の取扱い）市場経済の効率性とともに，市場の失敗の補完の観点から，公害防⽌と環境保全，消費者に関す

る問題も扱うこと。

高等学校学習指導要領解説 抜粋
消費者に関する問題については，家計，企業，政府間の情報格差という情報の非対称性についての理解を基

に，製品事故や薬害問題などを扱い，政府や企業の責任に触れるようにすることに加え，消費者も⾃らの利益
の擁護及び増進のために⾃⽴した消費者になるとともに，個々の消費者の特性及び消費⽣活の多様性を尊重し
つつ，⾃らの消費⽣活に関する⾏動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響
を及ぼし得るものであることを⾃覚して，公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画することが期待され
ていることや，どのような消費者⾏政が⾏われているのかということについて関⼼をもつことができるよう指
導を工夫することも考えられる。

高等学校学習指導要領（平成30年告⽰）及
び解説の記述



○保健体育科 保健

高等学校学習指導要領
(4)ア(ｳ) 保健・医療制度及び地域の保健・医療機関

⽣涯を通じて健康を保持増進するには，保健・医療制度や地域の保健所，保健センター，医療機関などを適切
に活用することが必要であること。
また，医薬品は，有効性や安全性が審査されており，販売には制限があること。疾病からの回復や悪化の防⽌

には，医薬品を正しく使用することが有効であること。

高等学校学習指導要領解説 抜粋
医薬品は，医療用医薬品，要指導医薬品，⼀般用医薬品の三つに大別され，承認制度によってその有効性や安

全性が審査されており，販売に規制が設けられていることについて理解できるようにする。また，疾病からの回
復や悪化の防⽌には，個々の医薬品の特性を理解した上で，使用法に関する注意を守り，正しく使うことが必要
であることについて理解できるようにする。その際，副作用については，予期できるものと，予期することが困
難なものとがあることにも触れるようにする。

高等学校学習指導要領（平成30年告⽰）及
び解説の記述



【コンセプト】
①薬害の歴史を知り、
②被害に遭った⽅々の声を聴き、
③薬害発⽣のプロセスを学び、
④薬害が起こらない社会の仕組みを考える

「薬害を学ぼう」のご紹介



① 薬害の歴史を知る
ex) ワクチンや胃腸薬、解熱剤など⾃分た

ちにも身近なものが原因薬に含まれる

② 副作用との違いに注目しながら、
薬害発生の共通点を考える

ex) 薬の安全性を守るために関係者（国、
製薬企業、医療機関等）が担うべき役
割がきちんと果たされていなかった

（１）「薬害ってなんだろう︖」学習のポイント（p1,2）

パンフレット「薬害を学ぼう」のご紹介



①どのようなことに苦しんできたのか整理
ex) ⾃分や家族の死・病気・障害による

身体的・精神的苦痛、
病気をめぐる偏⾒や差別

②薬害をどう考えているのか、まとめる
ex) 国、製薬企業等がきちんと対応してい

れば防げたのではないか、
偏⾒や差別のない社会になってほしい、
薬害を繰り返さないでほしい

（２）「被害者の声を聴いてみよう」学習のポイント（p3,4）

パンフレット「薬害を学ぼう」のご紹介



①国、製薬会社、医療従事者はそれぞれ何
をすべきだったのか考える

ex) 安全性に関する十分な確認・審査
速やかな販売停⽌・回収（の指⽰）

②どのような制度ができたか調べる
ex) 薬の副作用で被害を受けた⼈を救済す

る制度、胎児への影響の確認（動物実
験）の義務づけ

（3）「なぜ薬害は起こったのだろう︖」学習のポイント（p5,6上段）

パンフレット「薬害を学ぼう」のご紹介



私たちの社会の仕組みがどのように働けば
よいのかを考える

（3）「なぜ薬害は起こったのだろう︖」学習のポイント（p5,6下段）

パンフレット「薬害を学ぼう」のご紹介

ex)
• 国、製薬会社、医療機関・薬局従

事者が薬の副作用や安全性に関す
る情報を健全に公開・提供し、そ
れぞれの役割を果たす

• 薬の消費者・使用者にも果たすべ
き役割（薬に関⼼を持つ、副作用
などにより⼼身に異常が⽣じた場
合には情報を発信する）がある



「薬害が起こらない社会を目指し
て私たちにできること。」
薬害の起こらない社会にするために、次の
３点を考える。

• 関係者は具体的に何をすべきか
• 消費者の⽴場からどのような情報を求め、

また、発信すべきか
• 今の社会の仕組みの中で改善すべき点はな

いか

（１）まとめ（裏表紙）学習のポイント

パンフレット「薬害を学ぼう」のご紹介



・授業の流れの⼀例（50分）を紹介。指導上のポ
イント、プラス情報、用語解説も掲載。

・パンフレットの内容と指導上のポイント等を⼀緒
に⾒られる「簡略版」も用意

補助教材のご紹介

「薬害を学ぼう 指導の手引き」

～教師向けアンケートへの回答より～
「指導案の流れや学習のポイントが示されているので分かりやすい。
プラス情報もあり参考になった。」
「教材研究の時間がとれない中「指導の手引き」は大変役に立ち
ました。特に「簡略版」を使用しましたが「用語解説」「プラス情報」
が大変役に立ちました。」



視聴覚教材

補助教材のご紹介

・「薬害を学ぼう」の補助教材。これまでの薬害の
歴史や被害者の声等を紹介（全体28分）。

・全編再⽣だけでなく、チャプターごと、お話しさ
れている被害者の⽅ごとの再⽣も可。

～教師向けアンケートへの回答より～
「生徒の顔が上がるので、説明もしやすく助かります。イメージ
をしやすいようで、利用させてもらいます。」
「テキストのみでなく視聴覚でよりインパクトを与えるように使用
する。」



補助教材のご紹介

授業実践事例集
・平成29年度、平成30年度に授業の実践に協⼒い

ただいた学校の授業概要、⽣徒の感想、指導案等
を掲載

・中学校、高校全11校の事例を掲載


